
9 運営業務委託契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

1 1 1 4 (2) 総則

「質問回答書」の公表日は、令和7年4月30日（予定）、令和7
年7月18日（予定）とありますが、それぞれ令和7年5月21日
（予定）、令和7年7月30日（予定）と読み替えるとの理解で
宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。ご指摘のとおりの訂正といたしま
す。

2 1 1 4 (3) 総則

不可抗力については、COVID-19のように社会情勢へ大きな影
響を及ぼす感染症も含まれるとの理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

3 1 1 4 (3) 総則

「不可抗力」には、伝染病の流行、第三者によるサイバー攻
撃や日本市場での資材の不足も含まれるとの認識でよろしい
でしょうか。

伝染病の流行、第三者によるサイバー攻撃については、お見
込みのとおりです。
日本市場での資材不足については、その原因が、戦争やテ
ロ、伝染病の流行などにより日本全体で同様の事象が生じて
いることが明白である場合は、お見込みのとおりです。

4 3 5 7 業務遂行

受注者は、運営業務に関する周辺住民からの苦情等に対応
し、その解決を図るものとするとの記載ですが、苦情の内容
により、例えば本施設の存在自体やごみ処理のあり方等事業
者では対応できない苦情への対応は貴組合に報告、協議の上
で解決を図るものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 3 5 7 業務遂行
発注者が締結する住民協定等について、想定される協定の内
容をご教示ください。

公害協定等を予定していますが、内容については決定してお
りません。

6 5 10 2 一括再委託等の禁止

提案書に基づいて再委託された「構成企業」との記載がござ
いますが、入札説明資料P2の用語の定義No.27にある「構成事
業者」と同義との理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。ご指摘のとおりの訂正といたしま
す。
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9 運営業務委託契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

7 5 11 2
受注者に対する措置要

求

①著しく不適当な者に対する措置について、「発注者が合理
的に満足する内容で決定し」とありますが、ここでいう「合
理的に」満足する内容とは、どのように理解したらよろしい
でしょうか。
②本項は、受注者側の人物に著しく不適当な者がある場合の
措置について、受注者の行為・協力を要することから、その
措置内容に発注者が満足できない不合理な点があってはなら
ないことを定めた趣旨と考えられます。そこで、「合理的に
満足する内容」とは、「受注者がとろうとする措置の内容に
不合理な点がない」場合、すなわち、受注者がとろうとする
措置につき、発注者が書面で明示した理由に対して、考慮す
べき事項が考慮されていない又は考慮すべきでない事項が考
慮されているといった、判断過程に不合理性を認めるべき事
情が認められない場合には、「合理的に満足する内容」とい
えると考えてよろしいでしょうか。

①は、客観的に見て妥当と組合が認める場合を言います。
②は、質問の場合には基本的にお見込みのとおりですが、そ
の時点での組合の判断によります。

8 5 11 4
受注者に対する措置要

求

①著しく不適当な者に対する措置について、「受注者が合理
的に満足する内容で決定し」とありますが、ここでいう「合
理的に」満足する内容とは、どのように理解したらよろしい
でしょうか。
②本項は、発注者側の人物に著しく不適当な者がある場合の
措置について、発注者の行為・協力を要することから、その
措置内容に受注者が満足できない不合理な点があってはなら
ないことを定めた趣旨と考えられます。そこで、「合理的に
満足する内容」とは、「発注者がとろうとする措置の内容に
不合理な点がない」場合、すなわち、発注者がとろうとする
措置につき、受注者が書面で明示した理由に対して、考慮す
べき事項が考慮されていない又は考慮すべきでない事項が考
慮されているといった、判断過程に不合理性を認めるべき事
情が認められない場合には、「合理的に満足する内容」とい
えると考えてよろしいでしょうか。

①は、客観的に見て妥当と組合が認める場合を言います。
②は、質問の場合には基本的にお見込みのとおりですが、そ
の時点での組合の判断によります。

9 6 14 1 (1) 運営業務の範囲

運営業務の範囲に関して、見学者・地域住民対応業務とあり
ますが、貴組合業務として実施される見学者及び、貴組合と
連携して実施する地域住民対応業務の貴組合対応分を除いた
対応業務との理解で宜しいでしょうか。

入札説明書P.5 第2章8(1)イ(ウ)に記載のとおりとします。
なお、小学校の社会化見学など、学校に関する受付、引率、
説明等の対応は運営事業者が実施する範囲とします。
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9 運営業務委託契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

10 6 14 1 (1) 運営業務の範囲

貴組合で設置したビオトープに設置した電気・計装設備（建
築電気設備を含む）に係る維持管理を運転業務に含む。とあ
りますが、添付資料17にはビオトープまわりの電気・計装設
備については記載もないため、具体的にご教示頂けますで
しょうか。（可能であれば図面を頂きたいです。）また、故
障による部品交換や消耗品、更新などについては運営事業者
の維持管理範囲外との理解でよろしいでしょうか。

現時点では、組合でビオトープに設置する電気・計装設備
（建築電気設備を含む）はありません。
なお、事業者側でビオトープに設置した電気・計装設備（建
築電気設備を含む）は運営事業者の維持管理範囲に含まれま
す。

11 6 14 1 (1) 運営業務の範囲

貴組合がビオトープに設置した電気・計装設備（建築電気設
備を含む）に係る維持管理業務の中で事業者が設計、施工時
のかしを明らかにした場合については、その業務は対象外と
の理解でよろしいでしょうか。

No.10の回答をご参照ください。

12 7 20 1 住民対応

受注者は、発注者が周辺住民等と締結する協定等を順守する
ものと理解しますが、事業者の業務に係る内容があれば、入
札や契約とは別に協定締結前に確認させて頂けるものと考え
てよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

13 8 21 2 災害発生時などの協力

①災害その他不測の事態が生じたことに伴う要求水準書の計
画処理量を超える多量の処理対象物を処理する等の状況への
対処に受注者が協力した場合、「発注者は、受注者に発生し
た合理的な範囲の追加費用を受注者に支払う。」とあります
が、ここでいう「合理的な」範囲とは、どのように理解した
らよろしいでしょうか。
②要求水準書の計画処理量を超える量の処理等を行うことに
受注者が協力することは、本来は契約外の業務に受注者が協
力することを意味するため、当該協力によって発生した費用
は、原則として支払われるべき追加費用にあたるものと考え
られます。そこで、ここでいう「合理的な範囲の追加費用を
…支払う」とは、災害等への協力にかこつけて請求するよう
な「不合理な追加費用」を支払対象から除く趣旨であって、
災害等への協力と無関係であることが証拠上明確な費用は例
外的に支払対象に含まれないことを意味するものと考えてよ
ろしいでしょうか。

①は、客観的に見て妥当、又はやむを得ないと組合が認める
範囲を言います。
②は、質問の場合には基本的にお見込みのとおりです。

14 8 22 1 (5)
資源物等及び余熱に係

る取扱い

落じん灰については所定の方法で回収することを前提に、引
き取り業者等に引渡しするまで新ごみ処理施設内に貯留・保
管をすることと記載がございますが、保管するドラム缶の数
量を想定するため、1回あたりの引き取り量（約4t/回）をご
教示お願い致します。

ドラム缶50缶（10t定量）を予定しています。
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9 運営業務委託契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

15 8 22 2 (3) 余剰電力

「発注者は･･･余剰電力の売却に係る契約を電気事業者と締結
するものとし、売却によって得られた収入は、発注者に帰属
するものとする」とありますが、同契約書別紙７の記載内容
を正として考えてよろしいでしょうか。
別紙７によれば、小売電気事業者との契約は運営事業者が正
の理解です。

お見込みのとおりです。ご指摘のとおりの訂正といたしま
す。

16 8 23
搬入禁止物及び処理不

適物に係る取扱い

受け入れた処理対象物の中に搬入禁止物がないことを確認し
なければならない。との記載がございますが、搬入禁止物は
要求水準書の用語の定義No.14の排出禁止物と同義と考えてよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。ご指摘のとおりの訂正といたしま
す。

17 8 23 2
搬入禁止物及び処理不

適物に係る取扱い

受注者側は、排出禁止物及び処理不適物の混入を防止し、混
入が確認された場合、当該排出禁止物及び処理不適物を排除
しなければならない義務が課せられておりますが、処理不適
物に関しては具体的な品目が記載されておりません。具体的
に品目をお示し頂くことは可能でしょうか。
なお、現時点で具体的にお示しいただくことが困難であれ
ば、落札者決定後のしかるべき段階において提示・協議いた
だけると理解してよろしいでしょうか。

処理不適物は、事業者が提案する処理方式の特徴により変わ
るものと認識しています。このため、処理不適物について
は、落札者決定後に事業者と協議のうえ決定することとしま
す。

18 10 27 3
発注者による業務遂行
状況のモニタリング

①受注者は、発注者から、新ごみ処理施設への立入り等の申
出があった場合又は運営業務の遂行状況・収支状況等につい
て説明の請求があった場合には、「合理的な理由がある場合
を除いて」これに応じなければならないとありますが、ここ
でいう「合理的な理由」とは、どのように理解したらよろし
いでしょうか。
②本項は、発注者によるモニタリング又は運営状況確認の目
的で、これらに必要な情報を収集する手段として発注者に認
められた行為（第2項）の実効性を確保するために定められた
ものと考えられます。そこで、受注者が発注者の申出又は請
求に応じても第2項の目的に資さない状況にある場合は「合理
的な理由」があるものと考えてよろしいでしょうか。
③また、施設への立入等については、安全管理上その時期に
立入等を行うことに不都合ある等の事情がある場合には「合
理的な理由」があるものと考えてよろしいでしょうか。

①は、客観的に見て妥当、又はやむを得ないと組合が認める
場合を言います。
②は、その時点での組合の判断によります。
③は、質問の場合には基本的にお見込みのとおりですが、そ
の時点での組合の判断によります。
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9 運営業務委託契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

19 11 32 1
性能未達期間に生じる

費用の負担

①発注者の責めに帰すべき事由による運転停止等の事態が生
じた場合、発注者は、各種の追加費用及び受注者に生じた損
害を「合理的な範囲で負担する。」とありますが、ここでい
う「合理的な範囲」とは、どのように理解したらよろしいで
しょうか。
②発注者の責めに帰すべき事由により生じた追加費用及び損
害は、受注者の善管注意義務違反により発生又は拡大した損
害であって受注者の帰責性の割合に相当する部分（ただし書
き）を除き、発注者が負担するのが原則と考えられます。そ
こで、ここでいう「発注者は…合理的な範囲で負担する。」
とは、発注者が負担するのが不合理と認められる追加費用及
び損害を発注者の負担範囲から除く趣旨であって、発注者の
帰責事由と無関係であることが証拠上明確な追加費用及び損
害は例外的に負担範囲に含まれないことを意味するものと考
えてよろしいでしょうか。

①は、客観的に見て妥当、又はやむを得ないと組合が認める
範囲を言います。
②は、基本的にお見込みのとおりですが、その時点での組合
の判断によります。

20 12 36 2 ごみ質

①計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入され場合に
おいて、その逸脱した処理対象物の処理のために要した費用
の増加分を「受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の
内容に同意したとき」は、受注者は当該費用増加分の精算を
請求できるとありますが、ここでいう「合理的に説明」と
は、どのように理解したらよろしいでしょうか。
②運営事業の役割分担上、処理対象物の収集運搬は発注者の
所掌であることから、処理対象物が計画ごみ質の範囲を逸脱
することへのリスクは原則として発注者が負担すべきものと
考えられます。
また、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された
事実が認められ、かつ、当該処理対象物の処理期間において
処理費用の増加が認められることを、受注者が発注者に対し
て証拠に基づいて説明した場合には、特段の事情がない限
り、当該費用の増加は当該計画ごみ質の範囲を逸脱した処理
対象物の処理によるものであることが事実上推定できるもの
と考えられます。
そこで、本項の運用については、受注者が上記のような説明
をした場合には、当該費用の増加が当該計画ごみ質の範囲を
逸脱した処理対象物の処理とは無関係であることが明らかな
例外的な場合を除き、発注者において、受注者の当該説明内
容は「合理的」なものであるとしてご同意いただけるものと
考えてよろしいでしょうか。

①は、客観的に見て妥当、又はやむを得ないと組合が認める
範囲を言います。
②は、受注者が根拠を示した上で説明を行った上でその根拠
が客観的に妥当若しくはやむを得ないと組合が認める場合、
合理性を認めます。
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9 運営業務委託契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

21 13 40 1
受注者の債務不履行に

対する猶予期間

①受注者の帰責事由により新ごみ処理施設の正常な運営がで
きなくなったときは、「受注者が再び運営業務を継続するこ
とが事実上不可能と合理的に判断される場合を除き」、改善
のための猶予期間が与えられるとありますが、ここでいう
「事実上不可能と合理的に判断される場合」とは、どのよう
に理解したらよろしいでしょうか。
②本項は、受注者の運営業務が履行不能であるかどうかの判
断基準を定めたものと考えられるところ、一般に、履行不能
であるかどうかは、契約及び取引上の社会通念に照らして判
断するものと考えられます（民法第412条第1項参照）。そこ
で、物理的には施設の運営が可能な場合であっても、社会通
念上、運営業務の継続を受注者に期待することができない場
合には、ここでいう「事実上不可能と合理的に判断される場
合」にあたるものと考えてよろしいでしょうか。

①民法第412条の2第1項の「不能」と実質的に同義です。
②物理的な不能に限られない点は、お見込みのとおりです。
なお、質問にある「民法第412条第1項」とあるのは、「民法
民法第412条の2第1項」と理解しました。

22 13 40 2
受注者の債務不履行に

対する猶予期間

①90日間の猶予期間を経過した後であっても、「合理的な理
由があると発注者が判断する場合」には、猶予期間の延長が
認められるとありますが、ここでいう「合理的な理由」と
は、どのように理解したらよろしいでしょうか。
②本項は、第1項を前提として、所定の場合に猶予期間の延長
を認める趣旨であることから、第1項に基づく改善のための猶
予期間を延長することがやむを得ないといえる場合、例え
ば、受注者が猶予期間を延長すれば施設の正常な運転を再開
できること（すなわち債務不履行の状態を解消できること）
を疎明したような場合には、発注者において「合理的な理
由」があるとご判断いただけるものと考えてよろしいでしょ
うか。

①は、猶予期間を延長することにより、債務不履行の状態が
解消されることが客観的に期待できると組合が判断する等の
場合です。
②は、お見込みのとおりです。
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9 運営業務委託契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

23 13 41 3 法令変更

①第2項の協議開始から30日以内に契約変更等の対応措置につ
き合意が成立しない場合、発注者は「当該法令変更への合理
的な対応措置を受注者に対して通知し、…」とありますが、
ここでいう「合理的な」対応措置とは、どのように理解した
らよろしいでしょうか。
②本項は、30日以内に協議が調わない場合に発注者が対応措
置の内容を決定できるとしつつ、公平の観点から、その決定
内容は客観的に不合理なものであってはならないことを定め
た趣旨と考えられます。そこで、発注者が本項により対応措
置を決定する場合には、その内容が合理的といえるかどうか
を後日検証できるようにするため、その決定理由を書面で付
記いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

①は、客観的、社会通念的に見て妥当と組合が判断するもの
を言います。
②は、お見込みのとおりです。

24 14 42 3
不可抗力によって発生

した費用等の負担

①第2項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力の生じた日
から30日以内に契約変更等についての合意が成立しない場
合、発注者は、「当該不可抗力への合理的な対応措置を受注
者に対して通知し、…」とありますが、ここでいう「合理的
な」対応措置とは、どのように理解したらよろしいでしょう
か。
②本項は、30日以内に協議が調わない場合に発注者が対応措
置の内容を決定できるとしつつ、公平の観点から、その決定
内容は客観的に不合理なものであってはならないことを定め
た趣旨と考えられます。そこで、発注者が本項により対応措
置を決定する場合には、その内容が合理的といえるかどうか
を後日検証できるようにするため、その決定理由を書面で付
記いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

①は、客観的、社会通念的に見て妥当と組合が判断するもの
を言います。
②は、お見込みのとおりです。

25 14 43 3 　
不可抗力によって発生

した費用等の負担

第2項で定める協議によって、運営業務委託契約の変更及び費
用負担等についての合意が成立した場合は、別紙5は適用され
ないとの認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

26 15 45 2
新ごみ処理施設の改良

保全

「新技術等」の導入検討に係る費用は、原則として受注者が
負担し、「ただし、発注者が負担することが合理的と発注者
が認める費用」については発注者が負担する、とあります。
「合理的と発注者が認める費用」に該当するのは、具体的に
はどのような場合でしょうか。基準が必ずしも明確ではない
と考えられるため、考え方をお示しくださるようお願いいた
します。

本事業では要求水準書等に示す条件に基づく事業者提案によ
り整備された施設を運営していくことになりますが、将来何
らかの新技術によりごみ処理の効率化が図られ、その果実を
発注者・受注者とも享受できる場合が考えられます。
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9 運営業務委託契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

27 15 47 5
本件事業終了時の明け

渡し条件

協議開始の日から12か月前までに協議が整わない場合、との
記載がございますが、要求水準書P212 1.2.2 (3)ウの記載に
合わせて、運営期間満了日の12か月前までに、と読み替える
との理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。ご指摘のとおりの訂正といたしま
す。

28 16 49 1 発注者の解除権

①発注者都合による契約の全部解除について、「発注者は、
合理的な範囲において、受注者に生じた損害を賠償する責を
負う」とありますが、ここでいう「合理的な範囲」とは、ど
のように理解したらよろしいでしょうか。
②本項は、受注者の債務不履行の有無にかかわらず、発注者
の都合で契約解除ができる代わりに、受注者に生じる損害を
賠償すべきことを定めたものであり、発注者都合による契約
解除によって受注者が受ける損害は、因果関係が認められる
限りは発注者が賠償すべきであるのが原則と考えられます。
そこで、「合理的な範囲において…賠償する責を負う」と
は、発注者が賠償するのは不合理と考えられる損害を賠償範
囲が除外する趣旨であって、契約解除と無関係であることが
証拠上明確な損害は例外的に賠償範囲に含まれないことを意
味するものと考えてよろしいでしょうか。

①は、基本的に貴社質問の後段に示されているとおりです
が、全部解除に伴い発生する直接的な費用であり、遺失利益
は含まないものとします。
②は、基本的にはお見込みのとおりですが、全部解除に伴い
発生する直接的な費用を対象とし、具体的には協議を経て決
定します。なお、本条は、受注者の債務不履行の有無を規定
しているものではありません。

29 18 52
発注者による一部解除

権

①発注者都合による契約の一部解除について、「発注者は、
合理的な範囲において、受注者に生じた損害を賠償する責を
負う」とありますが、ここでいう「合理的な範囲」とは、ど
のように理解したらよろしいでしょうか。
②本項は、受注者の債務不履行の有無にかかわらず、発注者
の都合で契約の一部解除ができる代わりに、受注者に生じる
損害を賠償すべきことを定めたものであり、発注者都合によ
る契約解除によって受注者が受ける損害は、因果関係が認め
られる限りは発注者が賠償すべきであるのが原則と考えられ
ます。そこで、「合理的な範囲において…賠償する責を負
う」とは、発注者が賠償するのは不合理と考えられる損害を
賠償範囲が除外する趣旨であって、契約解除と無関係である
ことが証拠上明確な損害は例外的に賠償範囲に含まれないこ
とを意味するものと考えてよろしいでしょうか。

①は、基本的に貴社質問の後段に示されているとおりです
が、一部解除に伴い発生する直接的な費用であり、遺失利益
は含まないものとします。
②は、基本的にはお見込みのとおりですが、一部解除に伴い
発生する直接的な費用を対象とし、具体的には協議を経て決
定します。なお、本条は、受注者の債務不履行の有無を規定
しているものではありません。
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9 運営業務委託契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

30 22 63 2 経営状況の報告等

受注者は、各事業年度において当該事業年度の財務書類を作
成し、所定の監査を受けた上で当該事業年度の最終日から3ヶ
月以内に発注者へ提出することが規定されていますが、この
部分については、基本契約書第7条7項の規定に基づき、「運
営事業者の株主総会後速やかに発注者に提出するものとす
る」と読み替えることでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。ご指摘のとおりの訂正といたしま
す。

31 27 別紙3 1 (2)
非常用（常用）発電設

備の排ガス基準

発電設備の排ガス基準値の記載がございますが、非常用とし
て設置する場合には、P26の別紙2の測定項目及び測定頻度に
当該項目の記載がなく、また法的にも定期計測義務がないこ
とから、排ガスの定期計測は不要との理解で宜しいでしょう
か。

発電機を非常用として設置する場合にあってもp.26 別紙2に
記載の排ガス基準は遵守する必要があるものと認識くださ
い。なお、別紙2の測定項目と測定頻度ですが、p.27 別紙3の
表2に示すばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物のそれぞれに対
し、【2回/年】の測定を規定するものとします。

32 29 別紙4 運営業務委託費料A

運営業務委託費料A（変動費）に燃料費の記載がございます
が、運営業務委託費料B（固定費）に変更させて頂けますよう
お願い致します。（焼却炉の立上げ下げ、非常用発電機に燃
料は使用するもので処理量に応じた変動費に該当しないため
です。）

運営業務委託料Bに変更する提案を可とします。

33 29 別紙4 2
運営業務に係る対価の

算定方法

ごみ焼却施設運営業務委託料A(変動費)の算定方法について
は、各支払期の「焼却処理量(実績値)」を元に算出すること
となっていますが、「ごみ搬入量(実績値)」を元に算出する
ことに変更いただけないでしょうか。

提案は認められません。

34 29 別紙4 2 ※1
運営業務に係る対価の

算定方法

①ごみ処理施設運営業務委託料Ａ（変動費用）につき、「そ
の他費用」は「合理的な説明を付すことにより事業者が提案
できる。」とありますが、ここでいう「合理的な説明」と
は、どのように理解したらよろしいでしょうか。
②「その他費用」は、事業者の提案事項であることから、一
般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用であることの理由
説明内容が一見して不合理と認められなければ、「合理的な
説明」といえるものと考えてよろしいでしょうか。

①は、貴社質問の後段に示されている理解で結構です。
②は、お見込みのとおりです。

35 30,31 別紙4 4 (1)
物価変動等による改定
（物価変動等の指標）

物価変動等の指数を示した表がございますが、提案する指数
がある場合、添付資料に入札説明書に記載ある指数と提案す
る指数を併記した資料を添付させて頂きたいのですが、お認
め頂けますでしょうか。

提案書のうち、様式第14号に添付することは認めますが、当
該指数を認めるかについては契約協議時の協議によります。
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9 運営業務委託契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

36 31 別紙4 4 (2)
物価変動等による改定

（改定の条件）

初回の改定の比較対象は、入札公告日時点で公表されている
最新の指標（直近12 か月の平均値）とすると記載がございま
すが、今後物価改定指標の変更などがあった場合、遡って貴
組合及び事業者の入札公告時時点での確認が困難と思われる
ため、確認日を運営事業委託契約締結日と変更いただけない
でしょうか。
また、その場合の平均値算定期間は、直近12ヶ月ではなく、
令和6年度（令和6年4月～令和7年3月）と期間をあらかじめ決
定頂けないでしょうか。

運営業務委託契約書（案）に記載のとおりとします。
基準が変った場合は接続指数を用いたトレースは可能であ
り、また指数を構成する物品の入れ替えがあった場合は協議
を行います。

37 31 別紙4 4 (2) 改定の条件

物価変動等による改定の条件として、改定時の指標と前回改
定時の指標を比較し、±1.5%を超過する増減があった場合に
適用される規定となっていますが、職員給与等への反映性向
上のため、±1.0％に見直し頂けないでしょうか。

運営業務委託契約書（案）に記載のとおりとします。

38 33 別紙5 1
不可抗力の場合の費用

負担

①不可抗力により運営業務に関して受注者に発生した追加費
用の定義につき「不可抗力と合理的な関連性のある追加費用
であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。」
とありますが、ここでいう「合理的な関連性」「合理的な金
額の範囲内」とは、どのように理解したらよろしいでしょう
か。
②本項は、当事者双方の責めに帰することができない不可抗
力によって生じる追加費用の分担について、原則として100分
の1を超える分は発注者が負担することを前提としつつ、公平
な費用負担のため、発注者が負担するのが不合理と考えられ
る費用項目及び金額を例外的に除外する趣旨で「合理的な」
範囲の限定を付したものと考えられます。そこで、「合理的
な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲
内のもの」とは、不可抗力と無関係であることが証拠上明確
な追加費用項目及び金額は例外的に発注者の負担範囲に含ま
れないことを意味するものと考えてよろしいでしょうか。

①は、貴社質問の後段に示されている理解で結構です。
②は、基本的にお見込みのとおりですが、その時点での組合
の判断によります。
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